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1 計画の概要

(1)計画の位置づけ

○子ども。子育て支援法 第 61条第 1項に定める「市町村子ども。子育て支援事業計画」

であるとともに、

○次世代育成支援対策推進法 第 8条に定める「市町村行動計画」とします。

○これまでの「南相馬市次世代育成支援行動計画」の内容も引き継ぎつつ、「子ども。子育て

支援法」の理念や基本方針を踏まえ、上位計画である「南相馬市復興総合計画前期基本計画」

との整合性や連携を図ることとします。また、母子保健の国民運動計画「健やか親子 21(第

2次 )」 を踏まえるとともに、「南相馬市保健計画 (後期計画)」 との整合性を図ります。

(2)計画の期間

○平成 27年度から平成 31年度までの 5か年間とします。

2 子ども・子育てを取 り巻 く現状と課題

(1)人口

・厘因 :総人口は減少を続け、少子高

齢化も進行しています。特に平成 22

年から26年にかけて、東日本大震災

の影響で、人口は 1割近く減少して

おり、15歳未満人口は 2割強、減少

しています。
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資料 :国 勢調査 (平 成 26年のみ、住民基本台帳)

(2)保育園 (所)・ 幼稚園、その他主な子育て支援サー ビス

●保育園 (所)・ 幼稚園

・ 匠因 :震災前、認可保育

園 (所)力 9`園 (所)、

幼稚園が 17園開園して

いましたが、震災により

多くの子ども達が市外に

避難 したこと等により、

13園が休園 (廃園含む)

しています。平成 26年 9月 の児童数は、震災前の半数以下となっています。

・E菱国:避難 している児童の帰還状況等を勘案 しながら、園の再開についての検討が必要です。

●放課後児童クラブ

・巨因 :市が運営する 13ク ラブと南相馬市社会福祉

協議会が運営する2ク ラブがあります。なお、小高

区は全域が避難指示解除準備区域に指定されている
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ため、実際には避難している小高区児童向けに鹿島区で運営を行つています。

・囲 :避難指示区域解除後、小高区でのクラブ再開についての検討・準備が必要です。

●壬

・囲因 :震災前、原町区と鹿島区にそれぞれ 1か所ずつ設置していましたが、震災後、平成 24

年度から、原町あずま保育園に併設施設で 1箇所でのみ再開しています。

.医憂妻 イトlL中 の、かしま子育て支援センターでの事業再開に向けた取組みが必要です。

●一時預かり事業

・國 :震災前は各区公立保育園 3か所で実施 していましたが、現在は、原町あずま保育園内

の 1箇所で、月曜 日から土曜日まで実施しています。

・国 :震災により、対象児童数は少なくなつているものの、未就園児童の保護者の就労や就

労準備、 リフレッシュなどのためサービスの必要性は高く、鹿島区での再開が望まれます。

●フアミリー・サポート・ センター事業

・匿憂詳 子どもを預かつてもらいたい親と、子どもを預かれる方が双方会員となり、子どもの

預かりをイ子う事業です。平成 23年度は休止しましたが、現在、事務局を社会福祉協議会に委

託し、実施 しています。震災後、子育て家庭の避難により、利用が激減しています。

・屋菱コ:今後、子育て家庭の帰還や多様化するニーズに対応するためにも事業拡充が必要です。

●遊び場の整備

・國 :震災以降、学校での屋外活動制限や、保護者の放射線に対する不安感から、子どもの

外遊びの機会が減つたこと等により、子どもの体力の低下や肥満の児童が増えていることが

課題となつています。これらを踏まえ、平成 26年 3月 に原町区に全天候型の子どもの遊び場

「わんぱくキッズ広場」を建設しました。

・ [憂劃 :今後は鹿島区、小高区での整備を検討するとともに、様々な年齢層やニーズに応じた

遊び場の整備が必要です。
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(3)二一ズ調査結果

○約 6割の方が子育てしやすい環境ではないと感じていま

す。これは、震災の影響が大きいと考えられますが、南

相馬市は子育てしやすいと多くの市民が思えるよう、施

策の総合的な底上げを図つていくことが求められます。

○子育てしやすいまちづくりのために、今後重要だと思う

そうは思わない′

施策は、「ノ1ヽ児医療体制の充実」、「子

育てしながら働きやすい職場環境の整

備」、「子育てへの経済的支援の充実」、

「乳幼児の遊び場の整備」の順になつ

ています D
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3 計画の基本的考え方

○子どもは、皆の将来の希望であり、子どもと子育て家庭を、幼稚園・保育所 。学校、ボラン

ティア、自治会、事業所、行政など、地域ぐるみで支えあい、ふれあうことで、支える人も

支えられる人も、みなが輝いていくまちを創っていきます。

(2)基本 目標

○「南相馬市次世代育成支援行動計画」では、「家族が、安心して子どもを育てることができ

ます」という基本目標を掲げてきました。本計画では、この基本理念を継承しながら、さら

に、地域全体でそれを支える必要があることを表明し、次の基本目標を掲げ、総合的に施策

の展開を図ります。

m‐ 父賓,‐1下
「

‐ギー11産
み育てることができる地域社会の確立を賄 力

(3)基本施策

○本計画では、南相馬市次世代育成支援行動計画の重点施策を、子どもと子育てを取り巻く環

境の変化等を踏まえ再編成し、妊娠 。出産期からの切れ日のない支援として、次の5つの基

本施策を掲げます。
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II・ |■ 1母性並びに子どもの健康の確保及び増進

|1平 ■讐サ1干牟けう子育ての支援

(1)基本理念

「健康で安心して暮らすことができるまちづ(り」

～
南相馬市の将来の希望である子どもの健やかな成長を市民みんなで支える～

社会の援助を必要とする子どもや家庭への支援

子どもの心身の健やかな成長に資する環境の整備

職業生活と家庭生活の両立の推進



(4)施策の体系

○基本国オ票に基づく基本施策は以下に示すものと

tノ ます。

し、本体系に基づき、各種施策や事業を展開

施策の方向国 E∃ 基本施策
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I.母性並びに子どもの
健康の確保及び増進

1.妊産婦 。乳幼児に関する切れ日のない保健対策の充実

2.学童期・思春期の保健対策の充実

3.歯科保健の推進

4.「食育」の推進

5.子どもの医療を取り巻<環境の充実

6.放射線に対する健康管理対策の推進

Ⅱ。地域における子育ての

支援

1.地域における子育て支援サービスの充実

2.保育サービスの充実

3.子育て支援のネットワークづくり

4.子どもの健全育成

5.世代間交流の推進、余裕教室等の活用

Ⅲ.社会の援助を必要とする
子どもや家庭への支援

1.児童虐待防止対策の充実

2.母子宏庭及び父子家庭の自立支援の推進

3。 障がい児支援の充実

Ⅳ。子どもの心身の健やかな
成長に資する環境の整備

1。 子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備

2.家庭や地域の教育力の向上

3.子どもを取り巻く有害環境対策等の推進

4.良質な住宅と良好な生活環境の確保

5。 子どもの安全 。安心確保の推進

6.被害に遭つた子どもの保護の推進

7.放射線対策の充実

V.職業生活と家庭生活の

両立の推進

1.仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

2.仕事と子育ての両立のための基盤整備
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4 分野別施策の展開

(1) 母性並びに子どもの健康の確保及び増進

妊産婦 0享L幼児に関する切れ日のない保健対策の充実

妊産婦健康診査事業、マタニティフアミリーセミナー、平L児家庭全戸訪間事業一など

学童期・ 思蕎期の保健対策の充実

思春期保健事業、思春期保健事業体制整備…など

歯科保健の推進

妊婦歯科健康診査事業、歯科健康教室二など      ―‐

「食育」の推進              ■ |:

食育の推進、
1朝

食推進運動t三世代交流会t食生活改善推進員育成事業,¨ など   ‐

‐  罰[輩III]:皐曇轟宣曇|::姜|:轟111

(2)地域における子育ての支援

地域における子育て支援サービスの充実

養育支援訪間事業、地域子育て支援拠点事業t子育て応援情報交流事業t出産お祝い事業・二など

保育サービスの充実

幼稚園授業料無料化事業、保育園(所)保育料無料化事業、延長保育事業、一時預かり事業一など

T亨下‐事琴のネッ,ワ Tクブく?
F亨

=蓄
ティ17,7■ 91亨「キ響|||1姜||||,■||■ |‐‐

1手どもの健傘育成

| な見M憩:



(3)社会の援助を必要とする子どもや家庭への支援

児童虐待防止対策の充実

子(量 もを守る地域ネットワーク、家庭児童相談事業…など

母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進   ‐■ |
‐
ひとり親家庭支援相談事業:母子家庭等自立支援給付金事業、東日本大震災遺児等支援事業■など

(4)子どもの心身の健やかな成長に資する環境の整備

子どもの生きる力|の育成に向けた学校の教育環境の整備        ‐

学校教育支援センタ■事業、1ヽ中学校の校舎
`体

育館改築等による学習環境の整備 :̈など

家庭や地域の教育力の向上

家庭教育支援総含推進事業t学校等芸術文化活動支援事業、子ども自然塾…など

子どもを取り巻<有害環境対策等の推進

有害環境浄化活動事業、携帯電話・インタニネツト安全な使い方啓発事業二など

良質な住宅と良好な生活環境の確保 ‐

子育て
―
しやすい住ましヽづくり1公園整備、共生のまち推進事業■など  ―     |
1.| |‐      | ||| | 1          1   1 

‐        ‐
.

子どもの安全■安
'b確

1保の推進‐ _ |:■‐■1‐ ||‐ |■1111  ‐■1‐

防〕し姑譲書事業::烹ケラ|卜1女 |ドしント交通安全教室:1復真事業等IL義晏杢協議会あ活動|なと|
被曽に遭‐うた子とも―め保護め推進■||■■:■■|||■■■■|■■‐

|‐ ■
就学指導ア|ドバイーザ■配置事業

=‐

子どもを守る地域ネ,トヮ|■|ク|:|など―■|‐ ●1‐ |■■■|
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哩鱚|「謙墓ljjllき 放射線に関する基礎知識の周知■など

(5)職業生活と家庭生活の両立の推進

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し
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5 子ども・子育て支援サービスの見込量

(1)教育・ 保育提供区域の設定

○市内全域で柔軟な受給体制を確保できるよう、全市一地区 とします。

(2)子ども・子育て支援新制度における、教育 0保育の利用の認定と利用施設

⌒

※

①家庭的保育(保育ママ)

②小規模保育
③事業所内保育
④居宅訪間型保育   :

※このほかの保育施設として

家庭的な雰囲気のもとで、少人数 (定員 5人以下)を保育。
少人数 (定員 6～ 19人)を保育。
事業所の保育施設等で、従業員の子と地域の子どもを一緒に保育。
保護者の自宅で、 1対 1で保育。
、認可外保育施設があります。

(3)教育・保育の需要量と提供量の見込

○見込量は以下のとおりです。

教育 口保育施設、地域型保育事業

〔需要見込量〕

率 ]
定
一

酵

3～5歳

1号認定
満 3歳以上
教育標準時間認定

保育の必要性が無く、
幼稚園等での教育を希望

(教育 。保育施設)

・幼稚園
。認定こども園

2号認定
満 3歳以上
保育認定

保護者の就労・疾病等に
より、保育が必要

(教育・保育施設)

。保育園 (所 )

。認定こども園

0～2歳 3号認定
満 3歳未満
保育認定

(※地域型保育事業)

。家庭的保育
・小規模保育
・事業所内保育
・居宅訪問型保育

(人/月 )

華轍墾埓薬裁購離島達華|■■■ ‐|■| li:lili111::|:11 導質撃蔵| 1つ三年度: 11年度|

① l号認定子ども (3歳以上、保育の必要性なし) 201 221 230 239

② 2号認定子ども (3～ 5歳、幼稚園の利用希望者) 250 ′
υ 275 286 296

③ 2号認定子ども (3～ 5歳、保育園等利用希望者) 395 418 434 452 469

④ 3号認定子ども (0歳 ) 112 119

⑤ 3号認定子ども (1 2歳 ) 247 270 275 278 276

合計 1,205 1,282 1,322 1,362 1,399



〔提供見込量〕

(人/月 )

:提供施設 ‐|,|■■■「: 1■■| 127年度 .281年度| 29年度 130戦| 131年度

:i施設

L子 ども (3歳以上、保育の必要性な し))
201 213 221 230 239

育施設

定子ども (3～ 5歳、幼稚園の利用希望者))
250 264 275 286 296

育施設

定子ども (3～ 5歳、保育園等利用希望者))
395 418 434 452 469

育施設

定:子 ども (0歳 ))
80 80 80 80 80

育施設

定子ども (1,2歳 ))
216 216 216 216 216

育事業、認可外保育施設

定子ども (0～ 2歳 ))
63 91 96 98 99

1,205 1,282 1,322 1,362 1,399

①～⑤の提供施設 :公立幼稚園 5、 私立幼稚園 3、 公立保育園 2、 私立保育園 (所)4

(4)地域子 ども・ 子育て支援事業の需要量と提供量の見込

○見込量は以下のとおりです。需要量に見合う提供ができる事業は「見込量」と表示6需要量

と提供量が異なる事業については、上段に需要量、下段に提供可能量を表示します。

ヘ

ヘ

轟鉾購 瑕 麺:肇 嘔

地域子育て支援拠点事業   (人 日/月 )

需要量 1.845 1,993 2,016 2,021 2,031

提供量 750 1,500 1,500 1,500 1,500

:::::::::::: [::::i 鼈

子育て短期支援事業    (人 日/年 )

需要量 689
736 755 772 789

提供量 0

一時預かり事業
保育園 (所)(人日/年 )

需要量 6.588 6.950 7,034 7,094 7,158

提供量 3,120 6.240 6,240 6,240 6,240

幼稚園   (人 日/年 ) 見込量 60,851 60,859 60,864 60,870 60,876

=■
■lt夫 |ウ崩|

病児・病後児保育事業   (人 口/年 )

需要量 1,289 1,378 1,413 1,444 1,476

提供量 0 0 300 300 300

:‐需要量| ■|:,11 :`‐9"| ■■
|ム「009

提供量| ICi31: i111116351 ||161315
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